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BAAFの概要
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• 社会的養護を受けている子ども達（Children in Care）のために新
しい家族を見つけ、より良い結果を得られるよう活動を行っている
全国規模の慈善団体

• 里親委託や養子縁組に係わるすべての人に独立した助言、 支援
、情報を提供することを通じて地方自治体やボランティアセクターを
主導する専門知識や情報の唯一の拠点

• イングランド、ウェールズ、スコットランドおよび北アイルランドの ７
カ所に地域および国内事務所を構え、英国のもっとも弱い立場にあ
る子どもたちや若者のニーズを満たすサービスを提供している

• 社会的養護下にある子ども達によりよい結果をもたらすことができ
るよう、地方自治体や中央政府の中で既存の取り組みを革新し、
挑戦している



どのような問題に取り組んでいるのか？
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•社会的養護を必要とする子どもの数が増加する一方で、里
親や養親は慢性的に不足している

•英国では91,000人以上の子どもが保護を必要としている

•年間およそ4,000人の子どもが養子縁組を待っている

•里親の不足数は年間 9,000、養親の不足数は年間 2,000 –
3,000と推定される



© BAAF 2013

子どもが社会的養護を必要とする理由

虐待またはネグレクト

家庭の危機／家庭の機能不全

保護者不在

子どもの障がい

親の病気または障がい

社会的に容認されない行動



社会的養護下にある児童は

 ホームレスになる可能性が14倍

 自身の子どもが社会的養護を必要とすることになる可能性が66倍

 他の児童に比べて何らかの精神疾患を発症する可能性が5倍； 5歳から
10歳までの保護された児童の42%が何らかの精神疾患を発症

 18-20歳の囚人の40%は、刑務所に収容される以前2年以上社会的養護
を受けていた

 中等教育修了試験（GCSE）で評点A*-Cを獲得した率は、一般児童が
70%であるのに対し、要保護児童は15%

 1,500人もの要保護児童が年間20回以上も転居を経験

 子どもの72%が、虐待、ネグレクトもしくは家庭の機能不全が原因で保護
下に置かれる
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子どもが必要とするもの

安全と安定

愛着関係の確保 –あなたとの絆を結ぶ時間

集中的（Intensive)な養育

回復のための時間

養子縁組についてオープンであること／子ど
もが社会的養護下に置かれた理由

実家族との接触に対する積極的な姿勢

養育できる子どもの「タイプ」についての柔軟
性

© BAAF 2013
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英国における養子縁組とは？

養子縁組は、産みの親とは暮らすことができ
ない子どもに恒久的な家族を提供する充分に
試行された方法

すべての親責任が養親に移行される法的手
続き

子どもと養親にとって生涯続く影響

一度養子決定が下されると、きわめてまれな
状況を除いて、無効にされ得ない
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背景

 1926年児童養子法（The Adoption of Children 

Act)の採択

児童養子縁組委員会は、1925年、子どもを望む人

たちよりも「養子縁組によって子どもを放棄」したい
と願う人たちの方が常に多いだろうと予想した
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背景

 しかし養子縁組が普及した背景は –

– 孤児を親族または子どものいない夫婦に恒久的および
安全に引き渡すため

– および未婚の母親が子どもを非嫡出子であることの当時
の不名誉と法的不利益から救い出す手段として

– 1949年には、非嫡出子の養子縁組の3分の1もが産みの
親による養子縁組であることが示唆された（Lowe N & 
Murch M, 1999年）
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養子縁組件数

 養子決定件数は、1927年のおよそ3,000件から最高を記録
した1968年の25,000件近くにと、変動はあるものの、毎年
増加した

 さらに議論を呼んでいるものとして、継親による養子縁組 –
未婚の母または離婚した母とその配偶者による実子の養子
縁組 – もますます関心を集めている

 1970年からは、 養子縁組対象の乳幼児の数が大幅に減少
している

 養子決定件数は、年々減少し、1980年に10,690件に、さら
に1998年には 4,387件まで落ちた後、変動しながらもわず
かに増加している（2003年に5,354件）
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養子縁組対象乳幼児の減少への対応

 第一に、乳幼児の養子縁組を決心した裕福な夫婦らは、ほ
とんど規制されていない方法を通じて発展途上社会や東欧
に目を向け始めた

 第二に、実家族の元に戻れない子ども、および／または障
がいがあるために地方自治体の保護から戻れない子ども、
すなわち「託置の難しい」子どもたちの養子縁組

 こうした子どもたちの措置については、その多くがひどい窮
状にあり、多くの場合養子縁組の事前および事後支援も受
けられず、 高い確率で養子縁組が中断(disruption)した。
特に年長児は地方自治体の社会的養護下に戻ることが多
かった。
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1976年養子縁組法(Adoption Act)

 1976年の法律は、1958年の養子縁組法の一部を組み入れ、
ホートン委員会の勧告（1972年）に基づき抜本的改革を取り
入れたもの

 実施が遅れ、慣行の変更も遅々としていたため、1976年法が
1988年にようやく発効した時には、その基盤となっていた養子
縁組の排他的モデルは事実上存在せず、すでに時代遅れの
ものとなっていた

 1976年法は、 以下に関する年長児およびその養親家族のニ
ーズを認識していないものだった
– 過去の大切な人たちとの継続的接触の維持、および

– 養子決定が下される前だけでなくそれ以降も長く支援が必要なこと
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1989-1993年：改革が本格化

前回大幅な見直しが行われた1972年以降の動きを
検討するため、1989年6月、児童法に関する議論中
に、養子縁組法の見直しが発表された

保健省作成の養子縁組法見直し報告書が1992年
10月に公表された

政府が、養子縁組機関（Agencies)に対し、年齢、人
種、および養子縁組における単親の役割に関する「
常識」の欠如を批判

 1993年白書
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養子縁組・児童法
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(2005年12月30日発効)
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託置の枠組み (1)

2002年養子縁組・児童法は、次の領域で重要な変更
をもたらした：
– 養子縁組の措置：現在では、親の同意がある場合または
地方自治体が措置命令（placement order）を得た場合
にかぎり可能となった (第21条-24条)

– 同意 (第19条および20条)： 親または後見人（
CAFCASS担当官）により同意がなされるプロセス –およ
び同意が撤回される時に機関に求められる手続き
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措置命令（Placement Order）

保護命令（Care Order)を申請する際に措置命令
を申請（同意がない場合）

限界基準を満たす必要性

保護命令の付与、次いで一時停止

子どもが養子縁組されるまで、産みの親、地方自
治体および養親すべてが親責任を共有

子どもが養子縁組される、または18歳に達する、
または16歳で結婚するまで続く
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措置の枠組み(2)

–養子縁組の報告書：誰が書くことができるか

–子どものパーマネンス報告

–接触：現在は各段階で検討されることになっている

–親責任：同意がある、または措置命令がある場合には
、エージェンシーが子どもに対する親責任を有し、子ど
もの親や後見人の、または子どもが措置される場合に
は養親候補者の親責任を制限できる
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養親候補者の準備、審査および承認

 2002年法は新たな規則およびガイダンス（Regulations 
and Guidance）とともに、養親候補者の審査（
assessment）に関して次のような重要な変更をもたらし
た
– 申請および審査プロセスにかかわるタイムスケールの一部修
正

– 未婚のカップルによる養子縁組の共同申請に関する規定を改
善
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養親候補者の準備、審査および承認(2)

–簡単な養親候補者の報告の導入

–パネルの勧告およびパネルの助言について明確化

–承認審査（approval review）を導入

–独立審査過程（Independent review Mechanism）
へのアクセスおよびその期間の一部変更

–養親候補者の報告の変更
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マッチングと措置の提案

• AAR およびガイダンスは、次の領域において
変更を加えた

– タイムスケール、プロセスを加速化

– 養子縁組措置報告書の作成

– 候補家族との話し合い
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措置と調査（Placement and Review）

 この分野の規則 – AAR 35 –の多くは良い実践経験（グッ
ドプラクティス）を基盤としている。

– 現在は措置計画会議に関し詳細な要件があり、ガイダン
スはこの会議の目的と内容を規定している

– 養子縁組措置計画を策定しなければならない

– 一定の要件が満たされていることを条件に、子どもを養
親候補者に措置できる

– 子どもは、申請者が養子縁組の申請をする前に10週間
措置される必要がある
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措置と調査 (2)

訪問と調査（Visit and Reviews)

– 訪問と調査に関する規則は、現在、より包括的なものとなっ
ている

役割
– 養子縁組のために託置された子どもを調査する独立調査
担当官（IRO）の新たな役割

– その責務は、求められる資格とともに規定されている

– 訪問と調査に関する報告書の作成の新たな要件 –現在は
、養子縁組のために措置されることが認められたすべての
子どもに適用される
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国際養子縁組 -

国内養子縁組とともに普及
 1999年養子縁組（国際的な側面）法の結果導入された変更を
基に、2002年養子縁組・児童法は、次の領域において国際養
子縁組にさらに変更を加えた：

– 養子縁組に関連して子どもを英国内に連れてくる

– マッチングのプロセスに地方自治体／養子縁組エージェン
シーの関与を強化

– 養子縁組支援サービスへのアクセス

– 養子縁組に関連して子どもを英国外に連れ出す

– イギリス諸島外での養子縁組のために子どもを英国外に
連れ出す同意を得るための新しい手続き
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養子縁組支援サービス

 （養子縁組が）中断したケースに支援するためのサポ
ートが、現在では、規定された支援サービスとして含ま
れている

養子縁組支援サービス・アドバイザーの役割

現在では、措置の権限を有する当局が、養子決定後
3年間、審査と養子縁組支援サービスの提供の責任を
負う（養子決定前に合意された定期的な支払いおよび
18歳までのコンタクト）
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養子縁組支援サービス(2)

規則およびガイダンスは、地方自治体が財政支援の
提供に関して資力調査を考慮に入れなくてよい、
あるいは考慮に入れるべきではない状況を定めている

海外から養子縁組された子どもは、現在では、治療サ
ービスに関するアセスメントを受ける権利を明確に有
する

国際養子縁組の養親と子どもは、現在では、養子縁組
関係の継続を確保するためのサービスに関するアセ
スメントを受ける権利を明確に有する
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情報へのアクセス –開始前

開始前

 2005年12月30日より前に行われた養子縁組に関
して、2002年養子縁組・児童法は、次の領域にお
いて重要な変更をもたらした：
– 成人した養子およびその産みの親族（birth relatives）は
、法に定められた仲介サービスを要求する新たな権利を
有する

– 仲介機関は、インフォームドコンセントを最初に得ること
なしに、対象者に関する身元情報を開示できない（対象
者とは、成人した養子またはその産みの親族の成人）
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情報へのアクセス –開始前

養子は、関係機関に限定または絶対否認権（qualified 
or absolute veto）を登録できる

養子縁組機関または養子縁組支援機関は、情報開示
申請の手続きにおいて発生する妥当な費用に充てる
ため、養子以外の者に手数料を請求することができる

養子および産みの親族は、現在では、接触を希望しな
いことを登記局の養子縁組接触登録簿に登録すること
ができる

カウンセリングサービスについての情報が書面で提供
されなければならない
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養子縁組情報へのアクセス –

2005年12月30日より前

申請は、18歳以上の養子および18歳以上の
産みの親族によるものにかぎり受け付けられ
る
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開始後

 2005年12月30日以降に行われた養子縁組に関し
て、2002年養子縁組・児童法は、次の領域におい
て重要な変更をもたらした：
– 養子縁組機関が、出生記録情報を含む情報へのアクセ
スの主要窓口である
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開始後

 養子縁組機関に対し、保護されている（身元）情報を開示す
るべきか否かの決定を下す前に、特定の問題 –養子の福
祉など – を検討することを義務付けている体系的な枠組み
が、現在では設けられている

 養子縁組記録の保持、保管および移転に関する取り決め（
第56条情報）については、更新が行われている。

 養子、産みの親族およびその他養子縁組に係わる人々（す
なわち元里親）は、保護情報の開示を求めて関係養子縁組
機関に申請することができる
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開始後

一般市民は、情報開示について独立審査を要求で
きる。審査では、養子縁組機関が法律第61条に基
づき「資格認定決定」を下す

養子縁組機関は、情報開示を機関に申請する者に
対し、機関が提供するカウンセリングおよびサービ
スの利用可能性について書面で情報を提供するこ
とが義務付けられている
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特別後見制度（Special guardianship）

–過去に養護されていた子どもは、この命令が下され
た後、養護から外される。

–特別後見人は、他の特別後見人は別として、親責
任を有する他のすべての者を排除して、親責任を果
たすことができる

–特別後見人は、子どもまたは若者の世話および養
育に関する日常のあらゆる決定に明確な責任を有
する

–特別後見人は、死亡のとき後見人を指名することも
できる



© British Association for 

Adoption and Fostering 2013

特別後見制度(2)

–特別後見人は、親責任を有する他の者の同意または
裁判所の許可なしに、子どもの名字を変更すること、
あるいは3カ月以上国外に居住することを承諾するこ
とはできない

–特別後見人は、子どもの養子縁組に「同意」すること
はできない。産みの親が、子どもの養子縁組に同意
するまたはしない権利を保持する
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養子縁組パネル（Adoption Panels）
および機関（Agencies)の決定

養子縁組パネルおよび機関の基本構造と機能は同
じままだが、規則およびガイダンスは次の領域にお
いて養子縁組パネルの取り決めに数多くの変更を
もたらした

–パネルメンバーの資格の詳細と定足数（５）

–パネルに対する機関アドバイザーの役割の変更

–パネルメンバーの年1回の見直し
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養子縁組パネルと機関の決定 (2)

パネルは、特定の養親候補者への子どもの託置案
を検討するにあたって、以下について検討すること
が求められ、また助言できる

–親または養親の親責任の制限

–養子縁組支援サービスの提供に関する提案

–接触の取り決めに関する提案
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養子縁組パネルと機関の決定 (3)

パネルが養親候補者が適切であると勧告した場合
、パネルは、子どもの数、年齢幅、性別、 予想さ
れるニーズおよび生育環境について検討し、助言
を行うことができ、マッチングに情報を提供するた
め長所・短所（適応能）を検討する必要がある

機関はこの助言に縛られない
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養子縁組パネルと機関の決定 (4)

パネルは以下について検討することが求められ、
また助言できる

養子縁組支援の提供

接触に関する取り決め

親、後見人または養親候補者の親責任は制限
されるべきかどうか、またどの程度か
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機関の意思決定者

パネルの勧告を考慮に入れなければならない

パネルに提出された議事録や報告書を参照すべき
である

勧告を行った際のパネルの理由に細心の注意を
払う

意思決定者がパネルの勧告を受け入れない意向
である場合には、意思決定者は、パネルのメンバ
ーではない機関の他の上位職の者とこれについて
議論すべきである
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養子縁組

養子縁組を行えるのは誰か？

養子縁組の基本的要素：年齢、住宅、職業、経験、
性的傾向、血縁関係、国際養子縁組

養子縁組申請の方法
–調べるには
–機関を探すには

養子縁組のプロセス
–準備
–家庭調査
–パネル

子どもとのマッチング
養子縁組支援



養子縁組改革政策（Adoption Reform 

Agenda)（2013年）の主題を支える

養子縁組が保護計画となっている子どもに関
する遅れを減らす

養親の募集、審査および準備における遅れや
不明確さを減らす

養親候補者が一貫性のある継続的なサービ
スを受けられるよう確保する

分析的で根拠に基づいた報告書執筆のソーシ
ャルワーク技能を育成する

© British Association for 
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養子縁組改革2013: 遅れ
里親を移動することが増え、不安定さが増大
し、関係破綻が増えている

情緒的発達のリスクや行動問題を招く

中断の可能性が高まる

法廷における保護計画に対する異議申立て
の可能性

遅延1年につき養子縁組の確率が20%低下

子どもの自尊心に影響

© British Association for 
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論理的根拠

政府の政策は、さまざまなリサーチ、専門家の作業部
会からの証拠、統計情報に基づくものである

 Julie Selwyn 「Costs and outcomes of non-infant 

adoptions（非幼児の養子縁組のコストと成果）」、
BAAF 2006

Ward, Brown and Westlake 「Safeguarding Babies 

and Very Young Children from Abuse and Neglect

（乳幼児を虐待とネグレクトから守る）」、JKP、2012

 Farmer 他 「An investigation of family finding and 

matching in adoption（養子縁組における養子先募
集とマッチングの調査）」、 2010 © British Association for 

Adoption & Fostering 2013



英国における統計

配布した資料集の添付文書を参照ください

© BAAF 2013
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養子縁組によって保護から外れる
(Left Care through Adoption)

広がり続けるギャップ!!!

2,680人の子どもが養親家族と暮らし
ていながら、養子決定がまだ付与され
ていない
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養子縁組に向けて
解放されている（freed for 

adoption)



措置命令が下された年ごとの3月31日現在の託置命令が下り
ている子どもの数 –養子縁組に措置されていない子ども

3月31日に終了

する年度毎の
措置命令件数

3月31日現在の被保護児童



養子縁組
₁
、特別後見制度

₂
および居所命令

₃
によって

監護を離れた子ども
– 1999年〜2012年
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1. 子どもが養護を離れた最後のときのみをカウントしている。
2. 特別後見制度命令は、2005-06年に初めて導入された。
3. 居所命令は1989年に導入されたが、2005-06年に初めて情報収集された。 養子縁組 養子縁組特別後見人制度 居所命令



子どもを中心に据えて

© British Association for 

Adoption & Fostering 2013

The Child’s 
Emotional 
Well Being

Early 
intervention 
and robust 

assessment of 
family members

Analytical and 
evidence based 

reports

Robust care 
planning and 

preparation of 
the child

Family finding 
activity 

including 
adopter 

recruitment and 
profiling the 

child

Thorough 
assessment and 
preparation of 

prospective 
adopters

Timely 
placement of 

child with 
adoptive family

On-going 
adoption 
support

子どもの
精神的
安定

早期介入と
家族の堅
牢な評価

分析的で証
拠に基づい
た報告書

子どもの堅牢
な保護計画立
案と準備

養親募集や子
どものプロファ
イリングを含む
家族募集活動

養親候補者
の徹底した
評価および
準備

子どもの養
親家族への
時宜を得た
託置

継続的養子
縁組支援



養子縁組改革プログラム

養親を対象とする2段階の研修・評価プロセス -

2013年7月1日から実施

スコアカード

養子縁組支援ー現在では養親パスポートが実施さ
れている

 National Gateway for Adoption（養子縁組のため
の全国ゲートウェイ）ー 現在First4Adoptionとして実
施されている

 National Adopter Recruitment Forum（全国養親募
集フォーラム）
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養子縁組改革政策：遅延への取り組み
M. Gove 2012年

養親と子どもの完璧なあるいはほぼ完璧なマ
ッチングを果たすために、養子縁組の遅延を
軽減

養親の居住地を問わず、子どもにとって適切
な養親を見つけられるよう、養子縁組登録簿
（Adoption Register）のより迅速な活用

すべての地方自治体に対し、裁判所の措置
命令を見込んで養親候補者に子どもを措置
するよう努力することを奨励
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養子縁組改革：遅延への取り組み

研修と情報収集に2カ月、続いて全ての審査
に4カ月費やせるように、養親の審査プロセス
の迅速化

過去に養子縁組の実績がある者、あるいは養
育している子どもの養子縁組を希望している
里親に対して、迅速なプロセス

助言や情報を常に得られる窓口として
National Gateway to adoption（養子縁組の
ための全国ゲートウェイ）
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研修プログラムBAAF および DfE

フェーズ１ –養親審査プロセス（Adopter 

Assessment Process）

フェーズ２ –里親から養子縁組へ、並行プラン
(Concurrency)および保護プランの立案

フェーズ３ –児童保護に関する効果的な報告
書執筆

フェーズ４ –養子縁組支援

© British Association for 
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カスタマーケア基準 First 4 Adoption 

保護制度において子どもを世話できる可能性
のあるすべての人を積極的に歓迎するように
図る

保護の必要な子どもたちのニーズを満たすこと
のできる養親候補者の数を増やす

養子縁組のプロセスが子どもと大人にとって有
効で支えとなるものであることを確保しながら、
そのプロセスの迅速化を図る

 顧客サービスの向上を図る
© British Association for 

Adoption & Fostering 2013



課題に取り組むために我々が行っていること

 BAAFは、地方機関と協力して、ベストプラクティスを共有している –いかにして養子

縁組を申し出ることができるよう励ますべきか、また申し出の際に彼らをどのように
尊重してサポートすべきか

 親としての喜びと挑戦を経験したいと願いながらも、さまざまな理由で自然妊娠でき
ない多くの人たちにとって、意識を転換し、自然で前向きな選択肢として養子縁組を
標準的なものとするため、国家的アプローチが必要とされている。養子縁組は、月間
45万件ものgoogleの検索がなされている中、それをより多くの養親候補者にと転換
していくべく、あらゆるレベルでの強力な積極的プロモーションを必要としている。

 養子縁組に関する最近の意識調査によれば、養子縁組経験者と会い、彼らの話を
通じて勇気づけられることが、養子縁組への申し出のきっかけになることが明らかと
なっている。口頭でのアドバイス、仲間、信頼できる相談相手などどれも有効である
。

 養子縁組は、家族を作る自然な方法として、できるかぎり多くの団体や個人によって
推進される必要がある。養子縁組は、隠されることなく、主流化される必要がある。

© BAAF 2013



全国養子縁組週間
http://nationaladoptionweek.org.uk/

© BAAF 2013

http://nationaladoptionweek.org.uk/
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Be My Parent オンライン
www.bemyparent.org.uk
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養子縁組登録簿
www.adoptionregister.org.uk



養子縁組とエージェンシー間手数料

BAAF の文書「Inter-Agency Fees（エージェン
シー間手数料）」（2013年）を参照ください

© BAAF 2013
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役に立つウェブサイト

http://www.baaf.org.uk/info

http://www.first4adoption.org.uk/

http://www.bemyparent.org.uk/

http://www.adoptionregister.org.uk/site/pag

e.aspx?pid=48

http://www.baaf.org.uk/ourwork/activityday

s

http://www.education.gov.uk/search/results

?q=adoption
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ありがとうございました

クリス・クリストフィデス

chris.christophides@baaf.org.uk
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